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『午 レ ッ ク と エ ニ ッ ド』私 注

目 黒 士 門

ま え が き

フ ラ ン ス 文 学 の 歴 史 が 始 ま って か ら,お よそ100年 の 歳 月 が 流 れ た12世 紀 の

後 半,ク レチ ヤ ン ・ ド ・ トロ ワChr6tiendeTroyes(1135頃 一1190以 前[G.

Cohen説 コ)と い う1宮 廷 詩 人 の 手 に よ って,ヨ ー ロッ パ 文 学 史 の 中 に 珠 玉 の

ご と き光 彩 を 放 つ 一 連 の 長 編 物 語 が 生 み 出 さ れ た 。 す な わ ち,『 エ レ ッ ク と エ

ニ ッ ド』ErecetEnide(1170[S.Hofer,A.Fourrier説]),『 ク リジ ェス 』

Clig?s(1176-1177[A.Fourrier説]),『 ラ ソ ス ロ,ま た は 車 上 の 騎 士 』

LancelotouleChevalierdelacharetle(1168頃[G.Cohen説 コ,1177-

1181の 間[A.Fourrier説 コ),『 イ ヴ ァ ン,ま た は ラ イ オ ソ の 騎 士 』Yvainoecle

ChevalieraztLion(1177-81の 間[A.Fourrier説 コ),『 ペ ル ス ヴ ァル,ま た

は 聖 杯 物 語 』PercevalouleContedaGraal(1181以 後)な ど の 作 品 群 で あ

り,こ の 一 連 の 物 語 に よ って,彼 は 新 しい ジ ャ ソ ル の 確 立 者 と呼 ば れ る栄 誉 を

担 う こ と に な った 。 そ の 新 しい ジ ャ ンル とは,《 小 説 》 の 原 型 で あ るROman

Courtoisす な わ ち 《 宮 廷 恋 愛 物 語 》 また は 《 騎 士 道 物 語 》 で あ る。

中 世 の 騎 士 道 物 語 は,西 欧 の 古 典 文 学 を 学 ぶ もの に と っ て,「 聖 書 」 お よ び

「ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ神 話 」 に つ い で 欠 か す こ との で き な い もの で あ る。 に もか

か わ らず,わ が 国 で は ク レチ ヤ ン ・ ド ・ トロ ワの 諸 作 品 は,い まだ 末 紹 介 の ま

ま取 り残 され て い る。 そ こで 私 は ク レチ ヤ ン ・ ド ・ トロ ワの 諸 作 品 の 訳 業 に 着

手 した が,こ れ ま で の 諸 外 国 に お け る研 究 成 果 に よ って 作 品 を 読 む 以 上,訳 業

に お い て遭 遇 す る問 題 点 に 注 釈 を つ け 解 釈 の 根 拠 を 示 す こ と は 不 可 欠 の 作 業 で

あ る。

本 稿 は 『エ レ ヅ ク と エ ニ ッ ド』 の 問 題 点 を 私 注 の 形 で ま と め た も の で あ るが,
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浅 学 の 私 の 力 で 取 り扱 い 得 る程 度 や 範 囲 を 考 え て,あ え て 《 私 注 》 と した 次 第

で あ る。 大 方 の 寛 大 な 理 解 を 切 望 して や ま な い 。

訳 業 の た め に 用 い た テ キ ス トは,LesRomansdeChre'tien4eTroyes

64形sd'apr診slaCopiedeGuiot,1,ErecetEnidepubli6parMario

Roques.Paris,Champion,1968.で あ る。

各 項 目 の 前 に 付 した 番 号(ボ ー ル ド体)は,こ の テ キ ス トに よ る行 数 表 示 で

あ る。

私注とその問題点

28Quaradiganカ ラ デ ィ ガ ン。 お そ ら くウ ェ ール ズ の カ ー デ ィ ガ ン

Cardiganを 指 す 。 アル チ ュ ー ル 王 の居 城 。

291iroiArtusア ル チ ュ ール 王 。 … 一英 名 ア ーサ ー一一Arthur。6世 紀 の ウ ェ

ール ズ の 伝 説 上 の 王 。 ア ル チ ュ ール は ロ ー マ人 の 武 将 ア ル ト リ ウ ス(Artorius)

で,こ れ が 叙 事 詩 的 着 色 に よ って ケ ル ト人 の 英 雄 に 変 わ った と い う説 もあ る が,

歴 史 上 の 人 物 と い う よ りは,や は り伝 説 上 の 人 物 で あ ろ う。 ア ル チ ュ ール 王 伝

説 を 集 成 した サ ー ・ トマ ス ・マptリ ーSirThomasMalory(1471没)の 『ア

ル チ ュ ー ル 王 の 死 』LeMorted'Arthur(1485)に よれ ば,516年 ブ リ トン 人

の 王 と な った ア ル チ ュ ー ル は,ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン人 の 侵 入 に 対 す る国 民 的 反

抗 を 指 導 し,520年 ベ イ ドソ ・ヒルBadon・Hil1の 戦 い で これ を 破 り,侵 入 者 が

破 壊 した キ リス ト教 を 再 興 した 。 つ い で,ア イル ラ ン ド,オ ー ク ニ ー諸 島,ア

イ ス ラ ソ ドま で も征 服 した と い う。 そ の 妃 グ ニエ ヴルGuenievre(英 名 グ ウ

ェ ナ ヴ ァ ー また は ギ ニ ヴ ィ ァGuinevere)と と もに ウ ェ ール ズ の カ ー リオ ン

Caerleonに 住 み,騎 士 道 の範 と な った 有 名 な 《 円 卓 の 騎 士 団 》 を 擁iし て そ の

広 大 な 王 国 を 平 和 裡 に 治 め た が,最 後 に は ア ヴ ァ ロン 島Avalonで 致 命 傷 を 負

い,542年 頃 こ の 島 で 生 涯 を 終 え た と い う。 中 世 に は ア ル チ ュ ー ル 王 伝 説 に 基

い て 数 多 くの 物 語 が 編 まれ た 。 《 円 卓 物 語 》 お よ び 《 聖 杯 物 語 》 が そ れ で あ

る 。

290tliroisArtuscorttenueア ル チ ュ ー ル 王 は 宮 廷 を 開 い た 。 こ
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こでは 「宮 廷 」cortは 《 御 前会 議 〉 の意味 であ ろ う。 「宮 廷 」 は 中世 の騎 士 道

物 語 では,(1)君 主 とそれ に服 従 す る家 臣 全体(2)そ の会 議 を指す 。 宮廷

は,復 活祭 ・昇 天祭 ・聖 霊 降 臨祭 ・降 誕 祭 な どの大 祝 日に しば しば開催 され,

そ こに列 席す る人 々 も,王 を は じめ と して王 妃 ・諸候 ・身 分 高 い騎 士 ・貴 婦 人

・高貴 な家柄 の お とめ な ど さまざ まであ った 。 宮廷 の議 題 は,立 法 ・司法 ・行

政 ・軍 事 に 関す る ことばか りで な く,風 俗 や習 慣,冠 婚 葬 祭 か ら美 女 の品定 め

に至 る まで,あ らゆ る事 柄 が 議 題 と して取 り上 げ られ た。 宮 廷 が 開か れ る場 所

も王 の居 城 に 限定 され て は い なか った。 しば しば土地 を変 え て開 かれ て いた 。

宮 廷 の 開催地 が王 の居 城 に 限 られ て くるのは 後 の時 代 で あ る。

371eblanccerfchacier白 鹿 の狩 をす る。 一一Foersterに よれ ば,騎 士

道 物語 には しば しば復 活 祭 の狩 の記 述 が あ る。『フ ェル ギ ュス』FergusU=お い

て も騎 士 た ちが 白鹿 の狩 を行 な い,ペ ル ス ヴ ァルPercevalが 白鹿 を仕 止 め る

が,接 吻 の儀 式 に関 す る言及 は な い。

39MonseignorGauvainゴ ーヴ ァソ殿 。 一一 英 名 サ ー ・ガ ー ウ ェイン

SirGawain.ア ル チ ュ ール王 の 甥 に 当た る。 アル チ ュ ール 王 の姉(異 父 姉姉)

モル グMorgueと オ ー クニ ーの ロッ ト王Lotの 子。 アル チ ュ ール王 の宮 廷 で

も っと も名 高 い騎 士 の1人 であ る。 聡 明 で礼儀 正 しい騎 士 と して描 か れ て い

る。

83delaTableReondeestoit彼(エ レッ ク)は 円卓 の騎 士 団 に属 して

い た。 アル チ ュ ール王 磨 下 の騎 士 を《 円 卓 の騎士 》 と言 う。 アル チ ュ ール

王 が魔 法使 い メル ラ ンMerlin(英 名 一r-一リン)の 助 言 の も とに創 設 した のが

《 円卓 の騎 士 》 で あ る。 アル チ ュ ール王 物 語 に おけ る 「円卓 」 とは,カ ル メ リ

ー ドCarm61ideの 王 レオ ダガ ソL60daganが 娘 グ ニエ ヴル とアル チ ュ ール 王

の婚 礼 に際 し,ア ル チ ュ ール王 に 贈 った 円形 の テ ー ブル であ り,周 囲 に150人

の騎 士 が す わ る こ とが で き る とい う。 しか し,諸 伝 説 が混 滑 し,円 卓 は キ リス

トの最 後 の晩 餐 の食 卓 と結 びつ け られ た り(r聖 杯 物 語 』),あ るいは 太陽 伝 説

(ケ ル ト伝 説)と 結 びつ け られ た り した。 円卓 に 侍 る騎 士 の数 も一定 して い な

い。 いず れ に せ よ,円 卓 は そ こに 侍 る騎 士 た ちの 間 に上 下 の差 が な い こ とを示
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して い る。 アル チ ュ ール 王 の騎 士 た ちが 名誉 を 求 め て英雄 的 冒険 に旅 立 つ のは

円卓 か らであ り,冒 険 的騎 士 が戻 って来 て,ふ たた び仲 間 と再 会 す るの も円卓

で あ る。 しか し,ク レチ ヤ ン ・ ド・ トロ ワは《 円卓 》 の性状 につ いて は ま った

く言及 して い な い。 お そ ら く彼 に と っては,《 円卓 》 は1っ の制 度 的 な ものだ

った の であ ろ う。 な お,『 エ レッ クとエ ニ ッ ド』v.1671-1706に は 円卓 の騎 士

の名 が列 挙 され て い る。

95unmantelherminア ー ミン皮 の マ ン トoア ー ミソ皮 は オ コジ ョ

(哺 乳類 ・食 肉 目 ・イ タチ科)の 毛 皮 。 柔 らか くて光 沢 が あ り,き わ め て 良質

かつ 高価 。 中世 ヨー ロッパ の王 侯貴 族 が 愛用 した 。

97--98s'oteoted'undiaprenoble/quifufezanConstantjnobleコ

ソ ス タ ソチ ノ ープル で織 られ た 高価 な 花模 様 の 絹 の 上 衣 を身 に つ け て いた 。

-di'apreは 衣 裳 用 また は壁 掛 用 の唐 草 模 様 また は 花 模様 の絹 地 。絹 は古 代 中

国の原 産 で あ るが,6世 紀以 前 に は シル ク ・ロー ドと海 路 を通 じて ヨー-Ptッパ

に 運 ばれ て いた。551年 に初 め て蚕 が2人 の僧 侶 の 手 で コソス タソチ ノ ープル

(現 在 の イス タ ン ブ ール)に 伝 え られ たが,1130年 に シ シ リー島 の王 ロジ ャII

世 が絹 織 技術 を パ レル モ(シ シ リー島 の首 都)に 伝 え るまでは,絹 織 物 の生産

は東 ローマ 帝 国 に限 られ て いた 。 や がて 中近 東 か ら地 中海 沿 岸 にか け て絹 の生

産 が開 始 され るが,こ の よ うな 歴史 的 背 景 か ら見 て もわ か る よ うに,ク レチ ヤ

ンの時 代 に は,コ ンス タソチ ノー プル は絹 生 産 の一 大 中心 地 で あ った 。

99chaucesdepaileペ ール絹 の下 袴 ◎paile〈lat.palliumは,衣 裳

用 また は室 内 装 飾用 の豪 華 な飾 りつ きの絹 織 物 。 この語 は 今 日ではpoeleの 形

で用 い られ,も っぱ ら葬 儀 の際 の枢用 掛布 を指 す 。chaucesは 男性 が用 い た肌

に ぴ った りつ く長 ズ ボ ン。 英doubleandhoseの 後 者。

136anunessartあ る開 墾 地 で。essartは 森 の 中 の樹 木 を堀 り起 こ

して 開墾 され た土 地 。 フ ラン スで 散見 され るLesEssartsと い う地 名は,こ.

の種 の開 墾地 に 由来 して い る。

1411'eSCuau¢ol楯 を頸 に か けバ ー一 楯 は 裏側 に取 りつ け て あ る革 製 の

輪 穴 状 の把 手 に前 腕 を通 し,身 に 引 き寄 せ て構 え るが,行 軍 そ の 他 の ときに は
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吊 革 また は 布 製 の バ ン ド(楯 綱)で 頸 に 吊 り下 げ た 。

146ungnaing小 人(こ び と)。 ・・ 小 人 は 発 育 不 全 で 標 準 よ り背 丈 が い

ち ぢ る し く低 い 人 を 言 うが,古 くか ら怪 奇 ま た は 神 秘 的 な もの と見 な され,中

世 ヨ ー ロ ッパ で は 飾 り もの と して 珍 重 され た 。

1591'anbleilre側 対 歩 。 一馬 が 片 側 の2本 の 脚 を 同 時 に 上 げ て 進 む 歩

法 。 乗 り手 に 衝 撃 を与 え な い 静 か な 歩 法 な の で貴 婦 人 は 側 対 歩 で 歩 む 馬 を 好 ん

で 求 め た 。

210V雛ax足 軽 よ。 ・vassalは 封 建 時 代 の 知 行 を 受 け た 臣 下 。 一一般 に

は 《 勇 敢 な 武 将 》(vaillantguerrier)の 意 で あ るが,呼 び か け に 用 い られ る

と軽 蔑 の 意 味 を 帯 び る。

3131iroisYdiersイ デ ール 王 。 イ デ ー ル 王 を 題 材 と した 物 語 をG.

Pa「isがHistoirelitte'rairedelaFrance,XXX.で 紹 介 し,そ れ は,の

ち にHeinrichGelzerが1)eraltfranzb'sischeYderroman(Dresden,1913)

と して 公 刊 した が,Foersterに よれ ば,古 代 フ ラ ン ス 語 の 物 語 に は,明 らか に

3人 の 同 名 の騎 士 が い る 。 『エ レ ッ ク とエ ニ ッ ド』 で は,こ こ に 登 場 す る イ デ

ー ル(v .313)の ほ か,は い た か を競 っ て敗 れ た イ デ ー ル(v.1042),円 卓 の

騎 士 の 中 に 名 を連 ね て い る イデ ール(v.1694)の3人 が い るが,い ず れ も別 人

で あ る。

3151iroigCadiolanzカ ドワ ロ王 。 北 ウ ェ ール ズ の 歴 史 上 の 王 。 こ

こ で は ア ル チ ュ ール 王 の 廷 臣 。

317Kexク ゥ ー。 英 名 ケ イKay。 ア ル チ ュ ー ル 王 の 宮 廷 の 家 令 職

(S6neChal)。 家 令 職 と は 王 の 名 に お い て 奉 行 人 の 監 督 ・取 締 りに 当 た る役 職 。

一 般 に 騎 士 道 物 語 の 中 で は ,家 令 職 は 貧 欲 と悪 意 か ら法 を 曲 げ る悪 役 人 と して

登 場 す るが,rエ レ ッ ク とエ ニ ッ ド』 の ク ゥ ーは,い た ず ら好 き な 愉 快 な 人 物

で あ る 。

317Girflezジ ル フ レ。 ・ ドーDoの 子 で あ り円 卓 の 騎 士 。 の ち に テ ヌ

ブ ロ ッ クTenebr㏄(英 エ ジ ン バ ラEdinburgh)の 騎 馬 試 合 に 登 場 す る(v.

2174)。
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345chaste1城 。 一一一狭 義 では,王 また は領 主 の 防 備 を 施 した住 居 を指

す 。 ふつ うヨー ロッパ 中世 に は,領 主 の住 居 を 中心 と して 周 囲に 臣 下 お よび町

民 の住 む 町 が あ った 。そ して町 全体 が防 備 を施 した 城 壁 で囲 まれ,い わ ゆ る城

下 町 を形 作 って いた 。広 義 でのchaste1は この城 下 町 全 体 を指 す 。城 内 の臣 下

・町 民 の居 住 区域 がbourgで あ り,城 外 の区 域 がfaubourg(<forsb()rc,hors

desmurs)で あ る。bourgの 住 民す なわ ちbourgeoisは 領 主 か らか な り広 汎

な 自由 を保証 され て いた 。町 民 の 多 くは 商業 に 従事 し,し ば しば ひ じ ょ うに富

裕 であ った 。

352espreviersetfau¢onsdemiles脱 毛 期 のは い たか や 鷹 。 猟 銃

が 出現 す る17世 紀以 前 に は鷹 狩 りが 狩猟 の重要 な 方法 の一 つ とな って いて,そ

のた め に鷹 類 の飼 育が 盛 ん に行 なわ れ て いた。 シ ャル ル マ ー ニュは 国費 で鷹 匠

を養 成 。 と くに 中世 の ヨー ロッパ で は貴族 階級 の娯 楽 と権 勢 誇示 を兼ね て 鷹 の

飼 育 が 盛 ん で あ った。v.352-一 一354に 描 か れ て い るよ うに,は い たか ・お お た

か ・は や ぶ さな どが飼 育 され て いた 。v.354に 「羽毛 が抜 け変 わ った赤 褐 色 の

はや ぶ さや お おた か」 とあ るが,鷹 の羽変 わ りに は相 当 高度 な技 術 を要 した と

い う。「赤 褐色 の」 とは,鷹 が 若過 ぎて まだ鷹 狩 りに 向か な い こ とを示 す 。

357cilaseschagetcilastablegあ る ものは 将 棋 に あ る ものは 双 六 に

興 じて い る。 一 将 棋 は 古代 に は知 られ て い なか った もの で,ア ラ ビア人 に よ

りペ ル シ ャか ら西 欧 に 入 った が,そ の時 代 は不 明。恐 ら く9世 紀 か。 将棋 は 中

世(と くに11世 紀 か ら13世 紀 に かけ て)大 流行 を来 た し,賭 博 の具 に 供 され,

しば しば教 会 の禁 止す る と ころ とな った(G.Paris)。 双 六 は,さ い ころ と駒

を用 いて盤 上 に勝 負す る ト リッ ク トラ ッ ク(trictraC)に よ く似 た ゲ ームで,

古代 か ら西 欧 に も伝 え られ て い た とい う(い ず れ も有 永 弘 人訳 『ロラソの歌 』

岩波 文 庫 の後注 に よる)。

375▼avasor陪 臣。 一 貴 族 の領 地 の所 管 に属 す る付 属 封 土 を 受 け る家

臣 。封 建 的 身分 階 級 の下級 身 分 の一 つ であ るが,も ち ろ ん 自由 民。 騎 士道 物語

では,陪 臣は一 般 に貧 しい人 と して登 場 す るが,廉 直 かつ 賢 明 で,つ ね に尊 敬

の念 を もって語 られ て い る。
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405unblanCcheinseotVestudesus(お と め は)そ の 上 に 白 い 仕 事 着

を 着 て い た 。 一一一一一cheinseは,長 い 袖 つ き の 寛 衣(tunique)を 言 う。 ふ つ う

リ ンネ ル か 絹 で で きて い て,襟 と袖 口に は 刺 繍 の 飾 り縁 が あ る 。 こ こ で は,そ

れ ほ ど り っぱ な もの と は 思 え な い 。 白 い リン ネ ル の 袖 つ き仕 事 着 で あ ろ う。

408eosbez肘 。-costezはcotesの 誤 りで あ る よ うに 思 わ れ る。 他 の

写 本 で はcoutesま た はkeutesだ が,Guiotの 写 本 で はcostes。 これ は 恐

ら く書 法 の 誤 りで あ る 。 子 音 の 前 にsを 加 え る こ と はGuiotの 写 本 に 見 られ

る。 語 尾 のsの 代 わ りにzを 用 い る こ と も同 様 で あ る。v.1549は,こ の形 が

《coudes》(肘)の 意 味 で あ る こ と を 証 拠 立 て て い る(M.Roquesに よ

る)。

4241solzlablondeプ ロ ソ ドの イ ズー 。 言 うま で もな く ト リス タ ソ

Tristant伝 説 の 金 髪 の イ ズ ーIseutを 指 す 。 ク レチ ヤ ン ・ ド ・ トロ ワは,彼

の作 品 の 中 で しば しば マ ル クMarc王 と トリス タ ン お よび イ ズ ーに 言 及 して い

る。 こ の こ とは,ク レチ ヤ ン 自身 が 『マ ル ク王 と金 髪 の イ ズ ー 』LeRoiMarc

'
etV"seultlablondeを 書 い た とい う 『ク リジ ェス 』C1げ9お の冒 頭 の 彼 の こ と

ば の 信 愚 性 を 物 語 る も の で あ ろ う。ア ン グ ロ ・ノル マ ソの 詩 人 ベ ル ールB6roul

と トマThomasの ト リス タ ソに 関 す る 物 語 の 断 章 が 今 日に 伝 え られ て い るが,

彼 らは ク レチ ヤ ン の 同 時 代 人 で あ る。 『エ レ ッ ク と エ ニ ッ ド』 以 前 に,ク レチ

ヤ ン が 失 な わ れ たrト リス タ ン物 語 』 を 書 い た とす るFoersterの 仮 説 は 恐 ら

く間 違 って い な い 。 ま た,ト リス タ ソ と イ ズ ーの 道 徳 上 の 逸 脱 に 対 す る一 種 の

文 学 的 償 い と して ク レチ ヤ ソ は ク リジ ェス と フ ェ ニ スF6niCeの 愛 を 扱 った と

す る説 も 『ク リジ ェス 』 に お け る 言 及 に 照 ら して 首 肯 で き よ う(W.W.Com・

fortに よ る)。 な お,'騎 士 道 物 語 に お け る女 性 の 髪 の 毛 の 描 写 に つ い て は,

ThomasBulfinch,TheAgeOfChivalry(1858)の 邦 訳 『中 世 騎 士 物 語

騎 士 道 の 時 代 』(大 久 保 博 訳,角 川 文 庫)pp.449-450参 照 。

524cuens伯 爵 。 国 王 に よ って 任 命 され た 地 方 総 督 で あ り,伯 爵 領 地

の 領 主 。 す で に コ ン ス タ ン チ ヌス 大 帝(337没)の 治 世 か ら,コ メ ス(comes)

の 名 称 の も とに 皇 帝 に よ って 地 方 に 派 遣 され て い た 高 官 が 存 在 した 。 これ が 伯
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爵(comte)の 起原 であ る。 メ ロヴ ィソ グ朝 お よび西 ゴ ー・トの諸 王 もこの制 度

を 継 承。 カ ロ リン グ朝 時代 に は,伯 爵 は行 政 ・司 法 ・財政 ・軍 事 の権 限 を握 る

地 方総 督 とな った。大 地 主 であ り同 時 に広 汎 な権 限を持 った伯 爵 は,つ い に は

自立 す るま でにな った。877年,キ エ ル ス ィ=ス ユ ール=オst7-一'ズKiersy-sur-

Oiseの 法 令 は伯 爵 の称 号 の世 襲権 を 承認 した。 この時 か ら伯爵 の称 号 は封 建

的階 級 制 度 の も っと も高 い称 号 の一 つ とな った 。す なわ ち,公 爵 ・侯 爵 に次 ぐ

もの とな った 。rエ レッ クとエ ニ ッ ド』 に登場 す る伯爵 た ちは,い ず れ もそ う

した強 大 な権 力を持 った城 主 であ り地 方領 主 で あ る。

554eSCuiers従 者 。 英esquire。 騎 士 教 育 の最 終段 階 の訓練 を 受 け る

若 者 。 貴 族 の 子 弟 は,ふ つ う7才 で父親 の家 を離 れ,将 来 の主 君 の 宮 廷 で

damoiseau(近 習),pageま た はvarlet(小 姓)と して教 育 を 受 け始 め る。

14才 に な る と(5cuyer(従 者 また は従 騎 士)に 列 せ られ,武 術 を 中心 に 将 来,

騎 士 とな るに 必要 な あ らゆ る訓練 を 受 け,21才 で騎 士 に 叙任 され た 。

6151ihauberstresliz環 鎖(わ ぐさ り)が3重 に な った鎖 鎧(く さ りよ

ろい)。 一一 鎖 鎧(ま たは 鎖 か た び ら)と い うの は,環 鎖(環 状 の鎖)で で き

た長 衣 で,騎 士 が 戦 闘 の ときに着 た 。全 身 を 膝 まで おお うよ うに な って いた 。

環 鎖 は た くさんの鉄 の輪 を繋 ぎ合 わ せ た もの で全体 が 網 の 目の よ うに な って い

た。 そ のた め鎖 鎧 は剣 で切 りつ けて も切れ なか ったが,槍 で 突 くと槍 の穂 先 が

網 目を 破 って 肉に 喰 い込 む こ とがあ った。 そ こで これ を防 ぐた めに鎖 鎧 の下 に

厚 い胴 着 を着 た り,さ らに そ の下 に鉄 の胸 当て を いれ た りした 。鎖 鎧は,ふ つ

う二重 の環 鎖 で で きて い たが,こ こでは三重 に な って い る。

617ehauces脛 当(す ね あ て)。 一 《下 袴 》 を意 味 す るchauces(v.99)

と同 じ語。 甲 冑の一 部 。 下肢 を 保 護す るた め の もので鎖 鎧 と同 じよ うに環 鎖 で

で きて お り,皮 紐 で結 ぶ 。

6191ihiaumes兜 。7一 わ が 国 の兜 とは 異 な り形 は 三 角 帽 子か あ るい は

わ が剣 道 の面 に 似 て お り,頭 か らす っぽ りかぶ る。 鋼鉄 で で きて お り,顔 面 に

当た る部 分 を 「面頬(め んぽ う)」(visic・re)と 言 い,1種 の格 子窓 か ら相 手

を のぞ き見 る ことが で きた。 前 方に 兜 の本 体 か ら突起 した 「鼻 当て」(nasa1)
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とそ の下 に 「息抜 き」(ventailま た はventaille)が あ る。 兜 を頭 に 固定す る

た め革 紐 で結 んだ 。

6521iBretOnブ ル トン人。 一 一大 ブ リテ ン島お よび ア イル ラ ソ ドに 移住

した 古代 の アル モ リカArmorique(今 日の フラ ンス の ブル タ ー ニュBretagne

地 方)の 民 族。 彼 らは5世 紀 以後 ふ た た び アル モ リカに戻 った。

687preuzertetcortois彼 は雄 々 し く礼儀 正 しか った 。 「雄 々 し

い」 と 「礼儀 正 しい」 は,12世 紀 と13世 紀 の騎 士 道物 語 の中 で しば しば組 み合

わ せ て用 い られ る形 容 詞 であ った 。 と りわ けcourtoisは 複 雑 な概 念 で あ る。

courtois(英courteous)は 《 宮 廷 》 を 意 味す るcour(英court)に 由来 し,

複 雑 な意 味 を持 って いた 。広 義 では,あ るい は もろ もろ の騎 士道 的行 為 を,あ

るい は洗 練 され た社 交 上 の礼 譲 を 指す が,特 殊 化 され た意 味 では,ふ つ うの人

には 不 可解 な 「宮廷 恋 愛 」(amOUrCOUrtOiS)の 作法 を 指 す 。 こ こでは前 者 の

意 であ るが,courtoisで あ る こ と,す なわ ちcourtoisieは,こ とば遣 い ・物

腰 ・衣裳 が洗 練 され て い る こ と,合 戦 に お いて は正 々堂 々,他 人 の行 為 や 感情

に対 して尊 敬 の態 度 を持 って い る こと,生 まれ と思 い の気 高 さに よって 平 民 の

上 に 甕 え立 つ 高貴 な魂 を持 って い る こと,エ リー ト的 存在 を 愛 好す る精 神 を堅

持 す る ことな どを 含 む。MarcBlochが 言 った よ うに 「courtoisieは 本質 的 に

階 級 問 題 であ る」・courtois,courtoisieはvilain(平 民 の,賎 レい),vilenie

(下 賎)の 正 反 対 の もの で あ る。courtoisは 「宮 廷」 と切 り離 して考 え る こ と

は で きな い。 騎 士 す なわ ち 「宮 廷 の 英雄 」(h6roscourtois)に は 必然 的 に

COUrtOiSieが 求 め られ た。 な お,COUrtOiSieが 要 求 され た のは 男子 の み で は な

い。 白鹿 の 狩 に 際 しエ レッ クが 供 を した グ ニエ ヴル王 妃 の腰 元がcourtoise

で あ る ことは,v.128に 描 か れ て い る。

702unhermite隠 者。 一 俗 世 を 離 れ て孤 独 の 生 活 を して い る敬 震 な

人 。 隠 者 の 起原 は 修 道 院 制 度 の 起原 で もあ る。 隠者 聖 ポ ー ロSaintPaul

1'anachorbteや 聖 ア ソ トワー ヌSaintAntoine,聖 マ ケ ールSaintMacaire

が修 道 生 活 の創 始 者 と見 な され て い るが,多 くの 隠者 た ち は,彼 らに倣 って砂

漠 や森 の 奥 で悔 俊 の 生 活 を 送 った。 中世 には 隠遁 生 活 は 多 くの改 宗 老 を作 っ
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た。 隠 遁生 活 は しば しば1種 の贈 罪だ った の であ る。 ヴ ェズ ヴ ィオ山や サ ン ト

・ボ ー ムSainte-Baumeの 隠者 た ちは 完全 な 孤 独 の うち に生 活 した が,カ ル

メル 山 や ア トス 山 の隠 者 た ちは,共 通 な戒律 の もとに共 住 修 道 士 と して の生 活

を 送 った。 これ らの隠 者 た ち の集 団か ら,カ マル ドリ会 や ア ウグス チ ノ会 の よ

うな修 道 会 が形 成 され た。

800unarbalestier弩(お おゆ み)。 台座 に据 え られ た鋼 鉄 製 の 弓。

殺 傷 力 が非常 に強 か った の で,第2ラ テ ラ ノ公 会 議(1189年)は,こ れ を 禁 止

した 。 しか し,リ シ ャール 獅 子心 王RichardC(EurdeLionと フィ リッ プ ・

オ ーギ ュス トPhilipPe-Augusteは この 禁止 を 無視 した 。1214年 の ブ ーヴ ィ ー

ヌBouvinesの 戦 いに おけ る勝 利 は 弩 の使 用 に よる もの であ る。 弩 の射 程 は

200歩(150メ ー・トル)に 達 し,100歩(75メ ,一 トル)以 内 では 人 を殺 した 。

86511na叩ant1ア ル パ ン。 約36メ ー トル半 の長 さを表 わ す 旧単 位 。

面 積 に も用 い られ 約1エ ー カーを表 わ した。

9361aeoisfe球 帽。 一一 兜 の下 に冠 る布 製 の ま るい頭 巾。

9381'escujusqU'alsbOclefant楯 を丸 鋲 ま で切 り裂 き。 楯 は,

ふつ う木 で作 られ,形 は 上 方が 広 く下 方 が尖 った縦 長 の逆 三 角形 。外 方 に 向か

って湾 曲 し,馬 上 の騎 士 の身体 を縦 に お お うほ どの大 きさが あ った。 時 に は木

の板 を二 重 に して堅 牢 な もの に した 。 この材 質 の上 に 革 を張 り釘 で留 め る。楯

の縁 には鉄 製 の枠 を つ け て,剣 で切 り裂 かれ るの を防 ぐよ うに した 。楯 の 中央

に は鉄 製 の丸鋲(突 起)が あ り,か な り広 い面 積 を 占 めて い た。

940unespan1ア ンパ ソ。1当 り。 手 の 掌 を平 らに 拡 げ た と きの親

指 の先 か ら小 指 の 先 ま での距 離 。約22～24セ ンチ メ ー トル。

959unpi61ブ ー ト。一 一T昔の長 さ の単 位。 約32.5セ ソチ メー トル 。

1030setliues7里 。1里(リ ュ ウ)は 約4キ ロメ ー トル。

1085Esloigesdelasalehors大 広 間 の外側 の廻 廊 に は。 城 郭 また

は豪 壮 な館 の最 上 階 の展 望 台。 外 部 へ 向か って広 い窓 が 開 いて い る。 木 で造 ら

れ て い て外部 へ 張 り出 した もの もあ る し,石 で で きて いて ア ーケ ー ド式 の装 飾

が施 され て い る もの もあ る。 この種 の廻 廊 は12世 紀 に大 いに もては や され た 。
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1242quantTristanZocistleMorhotト リス タ ソが モ ロル トを 殺 した

とき。 一 『トリス タ ソ と イズ ー』 の挿 話。 金髪 の イズ ーの叔 父 に 当た るア イ

ル ラン ドの 巨人 モ ロル ト1eMorholtは,5年 ご とに トリス タ ンの叔 父 で あ る

コル ヌア イユlaCornouaille(英 名 コン ウオ ールCornwal1)の マル ク王 の宮 廷

に姿 を現 わ し,貢 物 と して若者 と若 いお とめ をそ れぞ れ300人 ず つ 引 き渡 す こ

とを要 求 した 。 しか し,マ ル ク王 の宮 廷 に は モ ロル トと渡 り合 え るほ ど強 い騎

士 が い なか った。 そ こで,ま だ騎 士 に任 ぜ られ てい なか った トリス タンは騎 士

の称 号 を授 け て欲 しい 旨を マル ク王 に願 い出 る とと もに,モ ロル トとの 戦 い に

自分 を 出 して欲 しい と申 し出た 。 こ うして決 戦 に臨 んだ若 い トリス タンは深 手

を 負 い な が ら も,モ ロル トの頭 蓋 に激 しい一 撃 を 浴 びせ た。 剣 先は 折れ モ ロル

トの頭 の中 に残 る。敗 れ た モ ロル トは 舟 で ア イル ラン ドに 逃 げ 帰 り,間 もな く

死 ん で しま う。 マル ク王 と コル ヌ ア イユの人 々は 喜 び に包 まれ た。 コル ヌア イ

ユの 子 らは トリス タンに よ って永 久 に 救わ れ た ので あ った 。

1299--13001ezErecs'estlicuensassis,etIabelepuceleanmi8

エ レッ クの傍 らに 伯 爵 がす わ った。 そ して まん 中に美 しいお とめが す わ った。

この表 現 は辻 褄 が 合わ な いが,訂 正 せず テ キ ス トどお り訳 した。

1319Roadanロ ア ダン。 一一 一おそ ら く北 ウ ェール ズの ル ドランRudlan

を指 す 。

1327veiretgris銀 りす の毛 皮 。 白色 と銀色 が まだ らに な ってい る。

王侯 貴 族 の専用 品 であ った。 シ ンデ レラ姫 の靴 は ガ ラス(verre)で は な く,

りす の 毛皮(vair)で で きて い た。 同音語 が もた ら した混 同 で あ る。grisは シ

ベ リア産 の銀 りす,ま た はそ の 毛皮 を 指 す。petit・grisと も言 う。

15091ibOtelliers酒 監 。 フラ ソス の官 廷 の 高官 。 ぶ ど う酒 の管 理 お

よび 王領 にお い て販 売 され るぶ ど う酒 に 対す る酒 税徴 集 をそ の任 と した。 宮 廷

に お い ては 酒 監は 特 許状 や免 許 状 に署 名 した ほか,食 卓 で王 にぶ ど う酒 を給 仕

した 。 酒 監 の地位 は,き わ め て高 く,宮 廷 の執 事(chambrier)の 前 に席 を 占

め て いた。 大 蔵大 臣 の地 位す ら も,長 いあ い だ酒 監 に従 属 して いた ら しい。 し
ノ

か し,15世 紀 の初 め に酒 監 の力は 弱 ま り,や が て 名実 と もに 消滅 す る。Etienne
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Pasquier(1529--1615)はReckerchedelaFrance(1561)の 中 で 次 の よ うに

述 べ て い る。rGrand-Bouteillerと い う名 称 は 宮 廷 の役 職 で あ った 。 今 日 で は,

そ の 思 い 出 は 宮 廷 で 忘 れ 去 られ て しま った ば か りで な く,bouteillerの 仕 事 ほ

ど低 い も の は な い 。 そ れ ゆ え,今 日,か よ うな 仕 事 に 従 事 して い る 人 々は

sommeliersと 呼 ば れ て い る」。

1570bliaut寛 衣 。 袖 つ き の 長 い 婦 人 用 上 着 。 襟 と袖 口 に 刺 繍 が あ

る 。 男 もの もあ る。

1579plusde.IJc.marsd'orbatu200マ ーノレ以 上 の 金 箔 。 マ ー ル は

金 銀 を 計 る 旧 単 位 。1マ ール は8オ ソス 。

15981aporpreプ ール プ ル の布 地 。 緑 ま た は 黒 あ る い は 赤 の 名 状

し難 い 色 彩 の 布 地 。 毛 皮 で 裏 打 ち され る こ とが あ る。

1062unesestachesdecincaunes5オ ー ヌ の結 び 紐 。 オ ー ヌは 織

物 に 用 い る 旧 尺 度 。1オ ー ヌは 約1.2メ ー トル 。

1648-1652quifutantavenanzetbele...彼 女 は と て も美 し く感

じが 良 か った の で...一 一quiの 先 行 詞 はunepucele(侍 女)で あ る が,

この 描 写 は,v.411-423の エ ニ ッ ドの 描 写 と 矛 盾 して い る。

1674LancelotdelLac湖 水 の ラ ソ ス ロ。 円 卓 の 騎 士 。 湖 水 の 貴 婦

人 と呼 ば れ た 仙 女 ヴ ィ ヴ ィ ア ソ ヌVivianeに よ って 育 て られ た の で こ の 名 が

あ る。 長 じて グ ニエ ヴル 王 妃 を 熱 愛 し,王 妃 の た め に あ らゆ る銀 難 辛 苦 を な め

る。 ラ ソ ス ロの 苦 難 の 物 語 はr車 上 の騎 士 』 の 中 に 描 か れ て い る。

1767Pandragon,monpereわ が 父 パ ソ ドラ ゴ ソ。 ・ ア ル チ ュ ール 王

の 父 ユ テ ・一ル ・パ ソ ドラ ゴ ソUterPendragon(英 名 ユ ーサ ー ・ペ ン ドラ ゴ ン

UtherPendragon)0

1796icifenistlipremiersvers第1の 詩 節 は こ こに 終 わ る。 この

詩 句 の 意 味 に つ い て は 大 い に 論 議 が 行 な わ れ た 。Foersterは,versを 《dla・

pitre》 また は 物 語 の<partie>の 意 味 に と った が,こ の 物 語 に<chapitre>

や<partie>の 明 白 な 区 分 が あ る わ け で は な い 。E.Hoepffnerは,versを'

《couplet》 と い う普 通 の 意 味 に 解 した 。 歌 の 最 初 のcoupletは 序 の歌 の 役 に
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立 つ の で,そ の 場 合 の 詩 句 の意 味 は 「こ こ に 物 語 の 序 が 終 わ る」 で あ る。 この

詩 句 を 《premierstrophe,premiercouplet》 と解 す る な らば,そ れ は,お そ

ら く比 喩 的 な 意 味 で しか な い 。 す な わ ち 「主 人 公 の生 活 の最 初 の 幸 福 な 局 面 は

こ こ で 終 わ り,苦 悩 と 苦 痛 が これ か ら始 ま る で あ ろ う」 と い う意 味 で あ る。

St.Hoferの 推 定 で は,leprimerainversと は,こ の 物 語 の 原 初 の 形 態 で あ

り,そ れ を ク レチ ヤ ンが 彼 の 「首 尾 一 貫 した 物 語 」(conjointure)に 発 展 さ せ

た の だ とい う。(M.Roquesに よ る 。)

1807debOqueranzetd'escarlates・ ミッ ク ラ ム と赤 い 羊 毛 織 物 。・'一一 一

Boquerant(ま た は,bogerant,bougerenc,現 代 フ ラ ソ ス語 で はbougrant)

は,中 央 ア ジ ア の ダ ッ タ ソ地 方 の 都 市 ブ カ リァBoukharaで 製 造 さ れ た 丈 夫

な ゴ ム引 き の 硬 亜 麻 布 で あ る。 現 代 の バ ッ ク ラ ム よ りは 良 質 で あ った 。 地 名

Boukharaに 由 来 す る 。 ヨ ー ロ ッ パ へ の 流 入 経 路 は 未 詳 。Escarlatesは 羊 毛 ま

た は 絹 で織 られ た 服 地 。 最 初 は 青 色 で あ った が,や が て 深 紅 色 に変 わ った 。

1810d'osterinsオ ス トラ ソ。 一 東 方 原 産 の 高価 な 絹 織 物 。

18231esbesanz .ブ ザ ン貨 幣 。 一 ビザ ン チ ウ ムBysantiumの 皇 帝 に よ

って 鋳 造 され た 金 貨 。12世 紀 お よび13世 紀 の ヨ ー ロ ッパ で 広 く用 い られ た 。 フ

ラ ン ス で は 王 の 祝 別 式 の ミサ に13枚 の ブザ ン金 貨 を 捧 げ る習 慣 が あ った 。 ブザ

ソ 貨 幣 の 価 値 に 関 して は 定 か で な い 。 ジ ョ ワ ン ヴ ィ ルJoinvilleは 聖 王 ル イ

SaintLouisの 身 代 金 と して 要 求 さ れ た20万 ブ ザ ソ貨 を50万 リ ー プル と見 積 っ

て い た 。ReneLouisの 注 に よれ ば,1ブ ザ ン 貨 は ツ ー ル 貨 幣 の 約10ソ ル(10
＼

solstournois)に 相 当 す る と い う。

1826rOaumed'Estre・GaleSエ ス トル ガル 王 国 。 一お そ ら くデ ス トル

ガ ルDestreGales,す な わ ち 南 部 ウ ェ ・一ル ズ を 指 す 。

18401esdeniersド ニ ェ 貨 。 古 フ ラ ン ス の 貨 幣 。1ド ニ エ は12分 の

1ス ー(sou)。 メ ロ ヴ ィ ン グ王 朝 時 代 に は,直 径9な い し11ミ リメ ー トル,厚

さ1ミ リメ ー トル の純 銀 の 貨 幣 で あ った が,シ ャル ル マ ー ニ ユ の 治 世 に は,直

径15ま た は18ミ リメ ー トル,厚 さ半 ミ リメ ・一 トル と な った 。1ド ニエ は そ の 当

時2オ ボ ルobolesの 価 値 を 有 した 。 封 建 諸 侯 た ち は 貧 欲 か ら ドニ エ 貨 の 品 位
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'を 落 と し
,1100年 頃 に は1ド ニ エ 貨 の 重 さは15な い し20グ ラ ソgrains(1グ

ラ ソ は54ミ リグ ラ ム)で,銀 よ り も銅 を た く さ ん 含 ん で い た 。 当 時,貨 幣 鋳 造

権 を 持 っ て い る都 市 と同 じ数 の ドニ エ 貨 の種 類 が あ っ た 。13世 紀 以 降 の ドニ エ

貨 の 歴 史 に つ い て は,こ こ で は 省 略 す る。

18851icuen8BranlesdeCole8cestreグ ル セ ス テ ール の ブ ラ ソ ル 伯o

グル セ ス テ ールGloucester,英 名 グ ロセ ス タ ーGlocester。 イ ギ リス の地

名 。

1891deTraverainト ラ ヴ ラ ソ。 ブ ラバ ソBrabantの 公 爵 の 居 住 地

テ ル ヴ ュ ラ ンTervuerenか?

1907Morgantlafee仙 女 モ ル グ。 アノレチ ゴ ル 王 の 姉 妹(異 父 姉

妹)。v.399の 注 参 照 。

1909Tintajuelテ ィン タ ジ ェル 。Tintage1英 名 テ ィ ン タ ゲ ル 。 コ ー

ソ ウ ォ ール の海 岸 の 地 名 。 アル チ ュ ール 王 の城 が あ る。

1913Garraz,unSroisdeCorquesfiers勇 猛 な コル ク王 の ガ ナ ス。

コル クCorqueは お そ ら くア イル ラ ン ドの コ ー クCorkを 指 す 。

1915cendaxサ ソ ダル 絹 。 絹 織 物 の 名 。 と き に は 赤,と きに は 青 の

高 価 な 絹 地 。

1917unchevaldeCapadoceカ バ ドス の 馬 。 カ バ ドスCapPad㏄e

は 古 代 小 ア ジ ア の 国 。 アル メ ニ ア の 西 に あ った 。

1942Bilis,1imi8d'Antipod6sア γ チ ポ デ ス の 王 ビ リス 。 『セ ヴ

ィ リ ャの イ ジ ドール 』Isidoredesivilleに 「リ ビア の ア ン チ ポ デ ス 」 と あ

り,ア ソ チ ポ デ ス の 人 々は ピ グ ミー(小 人 族)と 同 一 視 され て い る(M.Roques

に よ る)。

1947paumeポ ー ム。 手 の ひ らの 幅 の 長 さ。 大 麻 な ど の 茎 に 用 い た

尺 度 。

1964eomanda.C.▼aslezbaignier100人 の 若 者 に 入 浴 を 命 じた 。 一

騎 士 叙 任 式 の 模 様 や 仕 草 は,が い して 曖 昧 模 糊 と して お り定 か で な い 。 時 代,

場 所,状 況,儀 式 執 行 者,被 叙 任 者 の 家 柄 ・財 産 ・係 累 ・野 心 そ の 他 に よ り差
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異 が あ った。 この詩 句に ょれ ば,被 叙任 者 た る若 者(従 騎 士)は 騎 士 叙 任 に先

立 って 入浴 し身 を清 めた の で あ ろ う。

19721ivresリ ー ヴル 。一 ・フラ ン以 前 に用 い られ て いた 貨 幣単 位 。 リー

ヴル ・ トゥル ノ ワ(1ivrestournois)と リー ヴル ・パ リジ(livreparisis)の2

種が あ った。 リー ヴル ・ トゥル ノ ワは元 来 トゥールToursで 鋳 造 され,20ス

ー(sous)に 分 け られ ,1ス ーは,さ らに4リ ア ール(1iards)ま た は12ド ニエ

(deniers)に 分 け られ て いた。 リー ヴル ・パ リジは パ リで鋳 造 され た貨 幣 で25

ス ー ・ トゥル ノ ワに相 当 した。 リー ヴル ・パ リジは1667年 に廃 止 され た。

1980L'arcevesquesdeQusntOrbireカ ソ タベ リーの大 司教 。 一 仏

Cantorb6ry,英Canterbury.イ ギ リス の有 名 な古 代都 市 。 ケ ソ トKent伯 爵

領 の首 都 。597年,ロ ーマか ら派 遣 され た聖 ア ウ グスチ ヌスが 多数 の ケ ソ ト人

を 改宗 させ,こ の地 に 教 会 を建 て て以来,イ ギ リスに お け る大 司 教 区 と して

宗 教史 上 重要 な 役 割 を 演 じた 。 ノル マ ソ人 に よる征服 後,ト マ ス ・ベ ケ ッ ト

ThomasBecketが カソ タベ リーの大 司教 に任 ぜ られ た が,ヘ ソ リー一一ll世との

不 和 の た め1170年 に 暗 殺 され,彼 の遺 骨 は1220年 に この地 の聖 三位 一 体聖 堂 に

納 め られ た 。 中世 に は 多数 の巡 礼 を惹 きつ け た。 カ ソ タベ リーの大 司 教は 強 大

な 力 を持 ち宗 教 改 革 後 は イギ リス国教 会 の総 本 山 とな った 。

1984menestrel吟 遊 楽 人。 中世 に 王 侯 や伯 爵 の城 を巡 って 自作 の詩

を歌 った 音楽 詩 人。menestrelと い う語 は,の ちにm6n6trier(旅 回 りの楽 人)

とい う語 を形 成 した。
ち

1992cilgigUeあ る もの は ジ ーグを 弾 き。 ジ ー グ(gigue)は 用 弓楽

器。 いな か風 の小型 ヴ ァイ オ リソの1種 。 同 名 の ダソス《 ジ ー グ》 は この楽 器

の 名称 か ら由来 した ら しい。

1992vi'eleヴ ィエ ル。 一一 ヴ ァイオ リンの前身 で あ る ヴ ィオル(3弦 ま

た は6弦)に 似 た 中世 の用 弓楽 器。

1999musesミ ュゼ ッ ト。musettes。 数 本 の パ イ プ と革袋 で で きて

い る民俗 楽 器。 中世 に羊 飼 た ちが 好 ん で用 い た。 ブル タ ー ニ ュお よび ス コッ ト

ラン ドで用 い られ て い る風 笛 も ミュゼ ッ トの1種 であ るが,パ イ プが2本 しか
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な い 。

1999estivesエ ス テn一 ヴ。 ミ ュゼ ッ トに 似 た 吹 奏 楽 器 。

1999fretelesフ レス テ ル 。frestelle.牧 神 パ ソ(頭 に 角 が あ り足 は 山

羊 に 似 て 笛 を 吹 く)が 持 って い る類 の フル ー ト。 斜 め に 切 られ,徐 々に 短 くな

っ て い く数 本 の パ イ プ が 平 行 に 並 べ られ て い る。

2022-20231anefu胆sEnydeanblee,neBrangiensanleudelimise;

エ ニ ヅ ドが 引 き離 され て しま う こ と は な か っ た し,ブ ラ ソ ジ ア ソ が 身 替 りに お

か れ る こ と もな か った 。 『ト リス タ ソ と イ ズ ー の 物 語 』 の 思 い 出 。 イ ズ ー

は ア イ ル ラ ン ドか ら コ ン ウ ォ ール へ 向か う船 中 で 誤 ま っ て ト リス タ ソ と と もに

恋 の 秘 薬 を 飲 ん で し ま う。 や が て マ ル ク王 は イ ズ ーを 妻 に 迎 え る が,腰 元 ブ ラ

ソ ジ ア ソ は海 上 で 犯 した 自分 の 粗 忽 を あ が な うた め,.マ ル ク王 と イ ズ ーの 結 婚

の夜,イ ズ ー の 身 替 りと な って,ひ そ か に 新 婚 の 床 に は べ り,お の が 肉 体 を 犠

牲 に して イ ズ ー の 名 誉 を か ば い,そ の 生 命 を 救 う。 同 じ よ うな 伝 承 は シ ャル ル

マ ー ニ ュの 両 親 ペ パ ソP6pinと ベ ル トBbrteの 結 婚,ア ル チ ュ ール 王 と グ ニ

ェ ー ヴ ル の 結 婚 に も結 び つ け られ て い る。

2055jugleorジ ョソ グル ー ル 。 中 世 の 遊 行 芸 人 。 中 世 に 領 主 の 城 や 市

(い ち)を 巡 り歩 い た 軽 業 師 や 楽 人 で,と き に は 猿 や 犬,あ るい は よ く訓 練 さ

れ た そ の 他 の 動 物 を 連 れ て い た 。 彼 らは カ ロ リ ン グ朝 の諸 王 の法 令 や 公 会 議 の

議 事 録 の 中 で はJoculatores,Ministrelli,Golliardi,Ludicratoresな ど の 名 で

呼 ば れ て い る 。 い わ ゆ るjongleursは 軽 業 師 や 道 化 師 で あ っ た が,そ の ほ か

jongleursdegestes(武 勲 言寺の ジ ョ ソ グ ル ー ル)と 呼 ば れ る人 々 が い た 。 彼

らは 領 主 の御 前 で トゥル ヴ ェ ・一ルtrouvbre(北 仏 吟 遊 詩 人)の 詩 を 歌 い,そ

の 社 会 的 地 位 は 軽 業 師 の類 よ りは 遙 か に 高 か っ た 。

20Z5--7080antreErec,etTenebroc...エ ヴ ロ イ ッ ク と テ ヌ ブ ロ ッ

クの 間 で。 一 エ ヴ ロ イ ッ クEvroi'cは ヨ ー クYorkを テ ヌ ブ ロ ッ クTenebroc

は エ ジ ソ ・ミラEdinburghを 指 す 。 な ほ,こ の 箇 所 で は 字 本 に 混 乱 が 見 られ,

意 味 カミ通 じな い の でMarioRoquesに 従 い 次 の 訂 正 を 施 した 。(1)Evroi'c

は テ キ ス ト ではErecと な っ て い る の でEvroicに 訂正 。(2)messire



『エ レッ クと エ ニ ッ ド』 私 注(目 黒) (105)

Gauvainss'avanga(ゴ ー ヴア ソ殿 は進 み 出 た)は,テ キ ス トで は,etMelic,

etMeliadoc(v.2076)の 後 にあ るが,こ れ を 前へ 移 した 。(3)quid'une

partlefi'anga(一 方 の陣営 の た めに 誓約 した)は テ キ ス トに は な いが,こ れ

を 挿 入 した。

20821itornoiz騎 馬 試 合 。 中 世の騎 士 時代 に行 なわ れ て いた 騎 士 の

武術 競 技 会。 フラン ス語 で トゥル ノ ワ(tournois),英 語 では トーナ メ ソ ト

《tournament)と 呼 ば れ る。 騎馬 槍試 合(仏 ジ ュー一トjoute,英 ジ ャウス ト

joust)と は 区別 されね ば な らな い。 ジ ュー トは,騎 士 が長 槍 を もって戦 い,

相 手 の 騎士 を馬 か ら突 き 落す こ とに あ った の で,ど ち らか と言 えば 実戦 で あ

る。 そ の 点,騎 馬試 合 は 平 和 的 な模 擬 ジ ュー トであ る。 しか し,模 擬 試 合 とは

い え,ト ゥル ノ ワに は ジ ュ ー トが取 り入 れ られ て いた の で,時 に は人 を殺 す こ

と もあ り,た めに 教会 は再 三 に わた り トゥル ノ ワを 禁止 した 。 と くに1215年 の

ラテ ラ ソ公 会 議 と1279年 の ニ コ ラ ウス 皿世 の 禁令 は有 名 で あ る。

騎 馬 試 合 は 中世 の騎士 道時 代 を彩 る華 や か な催 しで,た んに相 手 を 打 ち 負か

す だけ でな く,立 居 振 舞 や武 術 の 技 を見 せ るの も目的 で あ った 。 また,さ ま ざ

まな騎 士 道 の掟 を 守 る ことが 要 求 され,な か んず く礼儀 作 法 が重 ん じられ た。

た とえば相 手 の馬 を 傷つ け た り,相 手 の騎 士 が 兜 の緒 を解 いた の ちに攻 撃 す る

ことは許 され て い なか った 。

ヨー ロヅパ の い くつ か の 国は騎 馬 試 合 の創 始 国を も って任 じて い るが,騎 馬

試 合 は封 建制 と騎 士 道 の 自然 発 生 的産 物 だ った よ うであ る。 試 合場 に は 一般 に

領 主 の城 に隣 接す る土地 が選 ば れ て いた 。 闘 技場 は一 般 に細 長 い楕 円形 の地 域

で,そ の両側 が観 客 席 とな って いた。 楕 円形 の一 方 の 先端 に は鉄 製 の 柵が あ

り,そ こを 通 って騎 士 は競 技 場 に 出 入 りし,も う一 方 の 端 には 審 判席 が 設 け ら

れ て い た。試 合に 臨 む騎 士 は,そ れ ぞ れ 自分 が仕 え る貴 婦人 か ら贈 られ た ス カ

ー フ ・ヴ ェール ・袖 衣 ・腕 輪 な どの貴 婦 人 の持 ち物 を身 につ け て いた
。 これ ら

の 品 は フ ァヴ ール(faveur,英 フェ イヴ ァーfavour)と 呼 ば れ,v.2085-v.

2087の 記 述 に あ る よ うに貴 婦 人 た ち が愛 の しる しと して贈 った もの で あ り,戦

いに お い て騎 士 の励 ま レとな った ので あ る。
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2097blazon楯 。12世 紀 に は 《bouclier》 の意 味 で用 い られ て いた。

boucle(尾 錠)は 楯 の外 側 の 中央 の 突 起を 指す が,そ こか らbouclierが 生 じ

一た と思 われ る
。

2163deversluifet1'estorfremir彼 の 周囲 で は戦 い が激 し くな る。

Foersterに よれ ば,v.2163以 下 で はエ レヅ クが 問題 で は な く,ゴ ー ヴ ァ

ンが問 題 に な って い る。 な ぜな らv.2159-60に 「エ レッ クは 馬 や騎 士 を 捕 え

る こ とに 注意 を払 お うとは しな か った」 とあ るか ら,V.2163以 下 の主 語 を ゴ

ー ヴ ァソ と しなけ れ ば,「 彼 は馬 や 騎 士 を捕 えて いた」(v.2166)は 矛盾 であ

る。 しか し,M.Roquesは,エ レッ クは馬 や 騎 士 を捕 え る意 志 が な いが,彼 の

連 続 的 な勝 利 に よ ってそ れ らを手 に入 れ るの だ と解 釈 す る。 ・

[未 完]




